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養殖マグロの生産が本格的に行われるようにな

ったのは,1990年 代になってからのオース トラリ

アが最初であろう。そして,1990年 代後半以降に

メキシコ,クロアチアなどで行われるようにな り,

さらに生産地は拡大している。生産地の拡大 とと

もに養殖マグロの生産量は増加傾向にあ り,2001

年度は約2万 トン,2002年 度は約2.3万 トン,2003

年度は3万 トンを超える生産量 となっている。日

本国内においてもマグロ養殖が行われているが,

その年間生産量は3,000ト ン前後であり,マ グロ

市場において国内産養殖マグロが占める割合は

5%程 度 とごく小さい。一方,海 外で養殖されたマ

グロの供給先はほぼ日本市場であり,供 糸糧 の増

加 とともに価格は下落傾向にある。価格下落によ

って経営が厳 しさを増 し,産 地間競争が激化 して

生産地や経営体の淘汰がすすんでいる。

このように海外を生産拠 点とするマグロ養殖業

は,急 激な成長 とともに我が国におけるマグロの

消費市場や流通産業に多大な影響を与えるにいた

っている。にもかかわらず,海 外の生産地におけ

る養殖マグロの生産実態を分析 した研究はほとん

どみられない。養殖マグロがマグロ市場への供給

の過半を占める現在,海 外主産地の生産実態を明

らかにすることは,我 が国のマグロ市場構造を分

析 し,将 来の動向を占ううえで欠かせない。

そこで本研究では,世 界最大の養殖マグロ生産

国のひ とつであるオース トラリアにおけるマグロ

の生産実態とその特徴,お よび問題点を明らかに

することを目的とする。はじめに,マ グロ養殖が

行われるようになった経緯について整理する。つ

いで,マ グロ養殖業のアウトラインを描きながら

生産状況や問題点などを明らかにする。

オース トラ リアにおけるマグロ養殖業の概要

養 殖開始までの経緯 ミナ ミマ グロは,1950年

代か ら日本やオー ス トラリア,ニ ュー ジーラン ド

な どの漁船 によって漁獲 されてきた。 ミナ ミマグ

ロの漁獲量 は1960年 代 には年間8万 トンを上回っ

ていた。しか し,1967年 以降,漁 獲努力を増大 さ

せ ても漁獲量が伸びず,漁 獲物 の/J型 化がみ られ

るよ うにな り,ミ ナ ミマグ ロ資源の管理にむけた

議論 が次第 に活発化 していった。その結果,1984

年か らはオース トラリア,日 本,ニ ュー ジーラン

ドの3力 国によって総漁獲量規制 の導入 によるミ

ナ ミマグ ロ資源の管理 が実施 され ることになった。

この管 理組織 は後 に 「ミナ ミマグ ロ保 存委員会

(ConservationCo㎜itteeofSouthernBluefin

Tma以 下,CCSBTと 略す)」に発展 してい く。当初,

オース トラリアの割 当量 は年間14,500ト ンとさ

れ たが,資 源 の悪化 な どを理 由に1989年 には

5,265ト ンまで削減 された。 この割 当量の大幅削

減 によってオース トラ リアのマグロ漁業 者は経営

的に厳 しい状況に追いや られ ることになった。 こ

のため,マ グ ロ漁業者の団体 であるオース トラ リ

ア ・マ グ ロ漁 船 船 主 協 会(TmaBoatOmers

AssociationofAustralia以 下,TBOAと 略す)

はマ グロ漁厳 者 の経営改善を 目的に,小 型マグ ロ

の一一時養殖 による付加価値向上を計画 し,マ グロ

養殖 の技術指導 を我が国の海外漁業協力財団に求

めた。一方,オ ース トラ リア連邦政府は養殖 技術

の移転 を 日本への割 当量譲渡の条件のひ とつ とし

て求めた。三者 による交渉の結果,技 術指導を海
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外漁業協力財団が担い,TBOAが 事業主体として試

験養殖を行 うことになった。

試験 養殖は,1990年 にポー トリンカーンで開始

された。TBOAは1991年 ～1992年 にかけて12㎏

前後のミナ ミマグロ約1,100尾 を釣獲 して試験的

に養殖を開始した。開始から7ヵ 月後,こ のうち

約850尾 が生存 し,釣獲時の約1.5倍 の20㎏ 前後

へ と成長 した。築地市場,大 阪市場,名 古屋市場

へ試験出荷 したところ,脂 のノリが極めて良いこ

とが高く評価された。従来まで旋網で加工用 とし

て漁獲された/J型 ミナミマグロが300円/㎏ 程度

であったに対し,養 殖マグロは築地市場で4,500

円/㎏ の価格で取 り引きされた。

当初,割 当量削減によってマグロ漁業の経営は

悪1ヒし,多 くの漁業者が倒産状態にあったため,

試験養殖 と試験出荷の成功によってマグロ養殖は

漁業者の関心を集め,着 業者が急増 していった。

その後,1993年 の曳航生篭による原魚移送方式の

開発,1996年 のマグロ養殖漁場の沖合への拡大,

マグロ養殖事業の発展に向けたTBOAの 諸活動な

どによって,生 産量は急激に増加 した。

生産の動向 生産量は,1991年 の生産開始以降

2㎜ 年には約9,㎜ トンに達 した(表1参 照)。

その後,増 加の速度は緩やかとな り,9,㎜ トン

台で推移 している。生産金額は,生 産量とともに

増加 し,200億 円台に達 している。養殖 マグロは

オース トラ リアにおける漁業総生産金額の約

表1養 殖マグロの生産量および生産金額の推移

年度 生産量(トン) 生産金額(万 豪ドル)

1991 97 184

1992 535 1,017

1993 1,275 2,423

1994 1,927 3,800

1995 2,013 3,992

1996 2,547 4,020

1997 5,140 8,722

1998 6,365 16,700

1999 7,780 20,200

2000 9,051 26,379

2001 9,245 26,050

2002 9,978 26,691

資 料:SARDIandTBOA

10%(重 量では約4%)を 占めてい る。また南オ

ース トラ リア州の漁業 生産金額 の うち約88%(重

量では約65%)を 占めている。

現在,マ グロ養殖 を行 っている経営体 は12社

である。これ らの うち11社 は以前にマグロ漁業を

営んでいた漁業経営体 が転換 したものであ り,残

りの1社 は ノル ウェー国籍のサケ養殖会社が参入

したものである。 オース トラ リア連邦政府か らミ

ナ ミマ グロのIndividualTransferableQuota(以

下,ITQと 略す)の 配分を受けているのは17業 者

であるが,う ち5業 者 は他の業者 と共同経営体 を

形成 している。マグロ養殖 業者へのITQ配 分は年

間4,752ト ンであるため,1経 営体 が平均400ト

ンのITQを 有することになる。

マグロ養殖業による地域経済への影響 マグ

ロ養殖業は,南 オース トラリア州における漁業生

産において重要な位置を占めてお り,同 時に関連

産業にも大きな効果を生んでいる。産業連関を考

慮 した経済効果は,直接効果の約28億 豪 ドル(約

224億 円)に 対 し,約4.9億 豪 ドル(約390億 円)

に達 していると推定されている。さらに,マ グロ

養殖 による直接雇用830名 と関連産業での雇用

970名 の計1,800名 という雇用を生み,約7,㎜

万豪 ドル(約56億 円)の 家計所得をうみだ してい

るとされている。

また,1990年 代以降,マ グロ以外の養殖 業も盛

んになっている。これ らのなかには,マ グロ養殖

経営体の事業多角化によるもの,あ るいはマグロ

関連産業に従事する業者の投資が含まれている。

マグロを除いた養殖業の生産金額は,1995年 度か

ら2001年 度の7年 間で約3倍 の伸びをみせてお り,

2001年 には約2,200万 豪 ドル(約18億 円)を 記

録 している。

養殖マグロの生産過程の実態

生産過程の概要をみると,ま ず12月 ～3月 にか

けて10㎏ ～15㎏ の種苗を旋網で確保する。確保 し

た種苗を曳航生管で養殖海域へ運搬 し,養 殖生實

へ活け込む。2ヵ 月から6ヵ 月すると20㎏ ～30㎏
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前後にまで成長するため取 りあげを行 う。㏄ 処理

を行った後に,主 に日本人バイヤーを介 して日本

へ生鮮または冷凍出荷される。

原魚の確保 養殖を行 うためには,ま ず小型マ

グロを確保する必要がある。ノJ・型マグロは12月 ～

3月 にかけて旋網によって漁獲される。これらは1

尾10～15㎏ 前後の若齢魚である。漁獲 したマグロ

を直径約40mの 円形生篭へ移 し替え,時 速1ノ ッ

ト以下のゆっくりした速度で養殖海域へ曳航する。

養殖業者はすべてITQを 保有してお り,ITQに

基づいて原魚を確保 している。養殖業者の うち7

業者は自社の旋網漁船で原魚を漁獲してお り,旋

網漁船を所有 しない残 りの5業 者は,旋 網漁船の

所有業者に原魚の漁獲を委託 している。 ミナミマ

グロの漁獲枠はCCSBTに よって定められてお り,

1989年 度以降のオース トラリアへの割 当量は

5,265ト ンに設定されている。マグロ養殖業者は,

自社が保有するITQを 基準に養殖を行 うが,自 社

保有のITQ以 上に原魚を必要とする場合は他の保

有者から購入あるいは賃借している。2004年 には

全割当量のうち約90%(4,752ト ン)を マグロ養

殖業者が保有 している。残る513ト ンは養殖業者

以外の漁業者が保有 しており,必 要に応 じて貸借

が行われている。1998年 以降は,割 当量のほとん

ど全量が養殖用 として漁獲されている(図1参 照)。

トン

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
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図1ミナミマグロの割当量と活け込み量の推移

活け込み ・育成 曳航生篭によって養殖海域へ

運搬 された原魚は,所 定の密度で複数の養殖生賓

に分けて活け込み される。曳航生賓は養殖生篭と

海中で接続され,ダ イバーが曳航生實中のマグロ

を養殖生篭に追い込む。追い込み時に,海 中カメ

ラによって生篭の間を通過するマグロの尾数が計

測 され,所 定の尾数に達すると移送は終了する。

またマグロの重量は,養 殖生賓への移送前にサン

プリングによって計測 される。このようにして,

養殖生管へ活け込み尾数 と重量が調整される。収

容密度は,後 述するように州政府の規制により4

kg/m3以 下 とされているが,養殖業者への聞き取り

によると実際には2.5㎏/m3程 度で収容されてい

る。

各業者による養殖原魚の活け込み数量は,曳 航

生篭から養殖生篭への移送時にオース トラリア連

邦政府漁業局に認定された検査官に乗船検査によ

って確認 される。計測の結果,漁 獲量が当該養殖

業者のITQを 超えていた場合,超 過分は放流 され

るか他業者からのITQの リース,あ るいは翌年の

ITQか らの控除などの処置がとられる。このよう

に,ITQは 検査官が乗船 して収集するデータに基

づき連邦政府によって厳格に管理されている。

養殖中に投与される餌料は,タ スマニア島付近

で漁獲された国内産のイワシ類,ア メリカや北欧

などから輸入 されるイワシ類,サ バ類などが用い

られている。輸入イワシは脂の含有量が多くマグ

ロの成長に適しており,輸 入イワシを用いる業者

が多いとされている。

育成期間は2ヵ 月から6ヵ 月であり,活 け込み

当時10㎏ ～15㎏ 程度であったミナミマグロは,出

荷時には20㎏ ～30㎏ 前後,約1.9倍 の増重をみせ

る。活け込み後の歩留まり率は極めて高く,95%

以上といわれている。

養殖管理条件に関しては,州 政府によって養殖

許可に合わせて種々の規制が課せられている。主

な ものは次の とお りである。活 け込み密度 を

4㎏/m3以 下とすること,活け込み上限を50ヘ クタ

ール当たり300ト ンとすること,底 質の悪化を防

ぐためにビデオ等を用いて底質環境のモニタリン

グを実施 してSARDIへ 提出すること,生 篭の網を

海底か ら3m以 上離すこと,2年 ごとに6ヵ 月養殖

海域を休ませること,抗 生物質や化学物質を用い
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ないことといった規制である。また,養 殖業者も

生篭の設置海域を毎年少しずつ移動 したり,活 け

込み密度を2.5㎏/m3以 下にした りするなど,自 主

的に海洋環境へ配慮を行っている。

取 りあげ ・出荷 取 りあげ ・出荷の時期は4月

中旬～10月 中旬にかけてである。出荷形態をみる

と,養 殖 開始当初は生鮮出荷が中心であったが,

1999年 以降は冷凍出荷の数量が増加 し,冷 凍出荷

中心となっている。これは,こ の時期に冷凍設備

が十分に整備されたことと冷凍保管による市場へ

の出荷調整の容易さによるものと考えられる。

養殖マグロの出荷先はほぼ日本であり,養 殖業

者は複数の日本人バイヤー と出荷契約を締結 して

いる。契約の形態は,冷 凍出荷の場合は主に買い

取 り契約,生 鮮出荷は委託契約 とい うように異な

っている。買い取 り出荷分は,出 荷時期に入る前

(3～4月)に 数量 と価格が定められる。現在,ポ

ー トリンカーンでマグロを買い付けて日本市場へ

出荷 ずる日本の主力バイヤーは9社 程度である。

オース トラリアは地中海や国内からの出荷の端境

期である夏場に生鮮出荷が可能であることから積

極的に取 り扱 うバイヤーも存在 している。

養殖マグロの価格は3,㎜ 円/㎏ 前後である。

日本への平均上陸価格を見ると,1998年 度以降上

昇 し続け,2002年 度には1㎏ あたり約38.8豪 ド

ル(約2,200円)約 に達 した(表2参 照)。

表2日 本への上陸平均価格の推移

単 位:豪 ドノレ

年度 価格
1998 22.99

1999 32.14

2000 34.85

2001 38.11

2002 38.83

2003 27.85

資 料:AustralianBureauofAgriculturaland

ResourceEconomics,TBOA

注2:上 記 の 価 格 は 輸 送 コス ト(1kgあ た り400円 前

後)を 含 ん だ 数 値 。

しか し,2003年 度 は 約27.9豪 ドル に 下 落 して い

る 。 こ の価 格 低 下 は 世 界 的 な 養 殖 マ グ ロ増 産 に よ

る 日本 市 場 へ の 供 給 増 加 に よ っ て 生 じて い る と考

え られ て い る 。 これ に よ っ て,生 産 現 場 に 次 の よ

うな変化が生じている。第1は,養 殖マグロの出

荷価格の下落によって,養 殖せずにそのまま出荷

を試みる養殖業者や早期出荷をはじめる業者もご

く一部み られるようになった。第2は,換 金サイ

クルの早い生鮮出荷の割合を高めた業者が増えて

いる。第3は,バ イヤーと養殖業者の間での冷凍

出荷マグロの価格交渉が難航 したため,委 託契約

の生鮮出荷をせざるを得ないケースも見られるよ

うになった。第4は,冷 凍出荷は買い取 り契約,

生鮮出荷は委託契約 という図式が壊れ,冷 凍出荷

に関しても委託契約を結ぶ業者もみ られるように

なるなど契約形態が複雑化している。

オース トラリアにおけるマグロ養殖の特徴

ポー トリンカーンへの集中 オース トラ リア

におけるマグロ養殖業の特徴の第1は,生 産地が

ポー トリンカーンに限定 されてお り,養 殖業をは

じめ関連産業のほとんどがここに集中しているこ

とである。マグロ養殖 業がポー トリンカーンに集

中して発展 したのにはいくつかの理由がある。

第1は,オ ース トラリア国内では最もミナ ミマ

グロの漁場に近いことである。原魚の漁場は,ポ

ー トリンカーン南西沖合の海域に形成される
。当

海域は,オ ース トラリア200海 里排他的経済水域

内に形成 される最大のマグロ漁場であり,ポ ー ト

リンカーンが最も近いマグロ漁業基地である。こ

のため,ポ ー トリンカーンの養殖業者は国際的な

競争にさらされることなく排他的にミナ ミマグロ

を漁獲することができる。さらにミナミマグロの

漁場 としては近海に位置するため,原 魚を旋網で

漁獲 した後,比 較的短期間で養殖海域に運ぶこと

ができる。

第2は,マ グロ養殖を行 うための条件が養殖開

始以前にある程度整っていたことである。ポー ト

リンカーンは,養 殖開始以前に南オース トラリア

州周辺海域で行われていたマグロ漁業の漁業基地

および主要水揚港であったため,こ れ らの設備が

養殖開始時点である程度整っていた。また原魚を

漁獲する旋網の漁獲設備やノウハウもすでに養殖

業者の手元にあった。さらに,原 魚を採捕するの
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に必要なITQが ポー トリンカーンのマグロ漁業者

によって保有されていたことも影響 している。

1991年 の養殖開始時には5,265ト ンのTACの うち

約60%に 当たる約3,200ト ンがポー トリンカーン

のマグロ漁業者が所有していた。これは,ITQが

導入 された1984年 以降,ポー トリンカーンの漁業

者が日本の刺身市場向けのマグロ漁業を行 うこと

を目的にニューサウスウエールズのITQ保 有者か

らITQを 購入 したためである。これ らのマグロ漁

業者は,各 自に配分されたITQに 基づいてマグロ

養殖を開始し,さ らに養殖開始後も他種漁業や他

地区からのITQ購 入によってITQ集 積を進めた。

2004年3月 時点では,TACの 約90%に あたる4,752

トンがポー トリンカーンのマグロ養殖業者によっ

て保有 されている。

第3は,南 オース トラリア州政府がマグロ漁業

の発展に積極的であったことである。これはマグ

ロ養殖に関わる研究開発と養殖許可条件に現れて

いる。州政府は,そ の研究機関であるS㎜1に お

いてマグロ養殖に関わる研究プロジェク トを積極

的に展開するとともに,連 邦政府ならびにTBOA

とともにマグロ養殖に関わる組織横断的な研究開

発チームを形成 している。それらの研究プロジェ

クトでは餌料の開発,飼 育環境の改善および肉質

改善に重点が置かれている。また,養 殖許可につ

いては,前 述のように許可条件の中で生篭の規模

や間隔,飼 育密度の制限など,適 切な養殖管理を

行 うために必要な条件が規定されている。同時に

生育環境維持のために育成生實下部の水質観察が

義務付けられ,SARDIに よる環境監視が行われて

いる。環境に配慮した養殖 業発展のための条件が

州政府による法律によって担保 されている。

第4は,ポ ー トリンカーンが属する南オース ト

ラリア州の州都アデレー ドに本部を置くTBOAが

ポー トリンカーンヘマグロ産業の集積をすすめて

いることが挙げられる。TBOAは,養 殖業者 と政府

や関連機関との仲介機関として機能 しており,試

験養殖の実施に当たり関係諸機関との調整を行い,

日本海外漁 業協力財団や州政府からの協力を取 り

付けるとともに,事 業実施主体 として試験養殖に

取 り組んだ。事業生産に以降後は,ITQや 養殖許

可に関する政府 との交渉窓口として機能するほか,

日本をはじめとする出荷市場や他の生産地での晴

報収集 とそれ らの養殖 業者への提供を大きな業務

としている。また,研 究開発面でもその役割は大

きい。TBOAは 毎年60万 豪 ドル前後を研究経費と

して拠出 して研究開発を支援 している。

公的な生産管理 特徴の第2は,環 境への影響

を削減するために公的な規制によって生産の管理

が行われることである。これは,ミ ナミマグロの

TACとITQに よる原魚生産の上限ど養殖許可に伴

う漁場環境保全のふたっを内容とする。TACとITQ

は国際機関であるCCSBTに よって,資 源回復を目

的 として厳格に定められている。オース トラリア

へのTACは1989年 以降5 ,265ト ンとなってお り,

近年は,そ のほとんどが養殖業者によって利用さ

れている。各養殖業者による採捕数量は,連 邦政

府に認定された検査官によってカウントされてい

る。国際間のITQの や り取 りがあったとしても,

検査官による乗船検査が実施 されているためその

枠を超えることは難しい。つまり,オ ース トラリ

アにおける最終的な養殖生産量は,TACと 原魚漁

獲後の生残率および増肉係数によって規定される

ことになる。

また,養殖許可に伴 う漁場環境保全については,

前述のとおり州政府が持続的生産を目的に,養 殖

許可の条件 として生篭のサイズや原魚の収容密度

などの細かな規定を設けている。規制の内容は研

究機関における研究成果に基づくものである。

これ らの公的な管理は,育成期間が3～6ヶ 月と

短期であることと相侯って,マ グロ養殖 業が自然

環境への低負荷型産業 となりうる条件を提供して

いるとみることができる。

まとめ

本研究では,オ ース トラリアにおけるミナミマ

グロ養殖 業の生産実態 とその特徴,お よび問題点

を明らかにすることを目的に,統 計資料と聞き取

り調査によって現状分析を行った。
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1990年 初頭にはじまったマグロ養殖業は,1990

年代半ばから2000年 にかけて急速に生産量を増

加させ,2㎜ 年代には9,㎜ トン台を糸鶴 して

いる。南オース トラリア州の基幹漁僕へ と成長 し,

地域経済へ経済効果や雇用効果などをもたらして

いる。

ただ し,1990年 代後半以降,急 激に発展してき

たマグロ養殖業も近年はやや頭打ち傾向にある。

その要因として下記の点が挙げられる。

第1は,世 界的な養殖マグロの増産傾向の中で

産地間競争が激化 しつつあることである。養殖マ

グロの総生産量は右肩上が りに増加 してお り,

2003年 には3万 トンを超える生産量を記録するま

でになった。一方 で,そ れ らの主要市場は日本で

あ り,限 られた市場に養殖マグロが殺到する状況

となっている。さらに近年では,量 的な競合だけ

ではなく,時 期的な競合関係も生まれつつある。

日本や地中海沿岸国からの端境期に生鮮出荷可能

であるというオース トラリアの特徴が薄らぎつつ

あり,夏 場の生鮮出荷時にも地中海沿岸国などか

らの養殖マグロとも競合関係が強まっている。

第2は,以 上のような国際的な競合関係の強化

によって養殖業者の価格交渉力が弱まっているこ

とである。1990年代にはオース トラリアが養殖マ

グロ生産の唯一最大の供給者であり,供 給独 占の

状態に近かった。養殖業者は養殖時の運転資金を

バイヤーから借 り受けたため,販 売先は限定的で

あったが,養 殖マグロに関しては他に競争者がお

らず,市 場への供給量も限られていたため,冷 凍

出荷分の販売数量や価格に関するバイヤー との交

渉では生産者が優位であった。しかし,2㎜ 年代

に入 り,全 体的な養殖マグロの供給増加 と国際的

な競争の激化によって供給独 占の状態が崩れてい

く。養殖業者はオース トラリアの銀行からの円建

てでの資金調達によって出荷先バイヤーの限定か

らは解き放たれたものの,競 争の激化する日本市

場では有力なバイヤーに頼 らざるを得ない状況が

続いている。さらに有利な出荷条件を獲得するた

め,他 国での生産情報に詳 しいバイヤーへの依存

度が高まるとい う状態になっている。

以上のことから,オ ース トラリアにおけるマグ

ロ養殖業の課題は,国 際競争の激化と養殖業者の

価格交渉力の低下とい う状況下において,い かに

して持続的に収益性を確保してい くかにある。そ

の方策 として考えられるのは,新 市場開拓,コ ス

ト削減,商品差別化などであろう。現在のところ,

バイヤーを介さない冷凍マグロの日本への直接出

荷,出 荷サイズの大型化(越 年飼育),肉 質改良に

よる他国生産物 との差別化などが取 り組まれてい

る。また自社の保有するITQ枠 内での生産に規模

を縮小する業者や養殖魚種の多様化を図る業者な

どがいるほか,養 殖期間の短縮や海上労働1乍業の

削減によってコス ト削減を図る業者もいる。そし

て今後は,関 連産業の集中,厳 格な生産管理や環

境管理の徹底という特徴を競争優位に結びつける

方法を検討する必要がある。現時点では,こ れ ら

の潜在的な可能性を生産性に結びつけることがで

きていないとみてよい。この点で,研 究機関によ

る中長期的な産業戦略の策定を始め,社 会科学的

なアプローチが望まれるところである。
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